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い一一原子力局の具体策にある。

2 第二の面は,原子炉規tll法にある主旨のものであつて

は)事故を起さない様の配慮が充分か

lb)  ″  ″ した時でも近所に迷惑をかけない様な充分の措置が為さ

れているか ?の検討である。

｀
この(2)の 0(blに ついては兵器である関係上日本の原子力委員会は何 も言え

ない。

う 従つてlA)「従来から米国allで言明していることは常に信用出来るものであ

つたJと言 う経験に基き,(日 本政府はこれを根拠としているのである。)

原子力委員会としてはlBI「米国側が言 う通りであれば」という条件の下で

充分安全であると判断 した.(昭和 う3年 C頃である。｀

モ 原子力委員会は,上爾戯ICついてはその責任を政府 と分担 している。゙ ‐
篤ξメと
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｀ 即との条件が正しいか否かは原子力委員会は全面的な責任をとつていない。

念の為入港時の注意 ta)護衛艦 わ)水路整理を航行何時間前から行う等。

停泊時 ″  に)近接を許さぬ 鰤)監視区域設定等。

の要求をみたすのが,せいぜいである。

, 今回の佐世保事件は,原子力委員会が全面的の責任はとれぬと暮から言つ

たこと即米国の信用のことを批難されて,政府の他の省Fcその担当を名乗り

出る所が無かつた為か ?                    ´

原子力局のモニターがこれにも役立つかの様なデエスチユーアを原子力局

がした形になつた。こ螂 警ヽ箕覇与単なつ
「

しのおか'〕

モニターの本当の目的は,障害防止の線のみであつた筈であるのに,現実

にはこれも確認されていない o

6 ぃゎゆる専F号家グループはその報告書に明記された様に原子力局からは異
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